
令和８年２月２日
神奈川県福祉子どもみらい局

神奈川県子ども目線の施策推進条例
神奈川県子ども・若者みらい計画
～「分かりやすい版」の作成について～

資料３



子どもに関する条例・計画

こども施策に関する県の考え方を定めたもの
子どもや若者に関する様々かつ具体的な取組を
とりまとめたもの

神奈川県こども目線の施策推進条例
（令和７年４月１日施行）

（県ホームページより抜粋）

３３の条文 ５３８の取組

１ 子ども・若者に関する神奈川県の「条例」と「計画」
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かながわ子ども・若者みらい計画
（令和７年４月１日施行）

子ども・若者の目線に立った施策の推進を通じて、子ども・若者一人ひとりの

望みと願いを尊重しながら、誰もが 自分らしく 幸せに 暮らせる社会
目指す社会



２ 神奈川県こども目線の施策推進条例の構成
不登校のこどもに対する支援第18条目的第1条
ひきこもり状態にあるこども等への支援第19条定義第2条
貧困の状況にあるこどもに対する支援第20条基本理念第3条
ヤングケアラーに対する支援第21条県の責務第4条
孤独・孤立の状態にあるこどもに対する支援第22条市町村との連携等第5条
医療的ケア児その他心身の機能の障害があるこども等に対する支援第23条こども・子育て支援機関等の責務第6条
母子等に係る保健及び医療に係る取組に対する支援第24条事業者の責務第7条
子育て家庭に対する支援第25条県民の責務第8条
家庭生活における子育てと他の活動の両立のための措置第26条こどもの意見表明第9条
推進体制の整備第27条基本計画及び年次報告書第10条
人材の確保、育成等第28条生命の尊厳、安全な生活等のための教育の充実第11条
調査研究第29条いじめの防止等第12条
表彰第30条児童虐待の防止等第13条
かながわこども・子育て支援月間第31条要保護児童対策地域協議会に対する支援等第14条
子育て支援に取り組む事業者の認証第32条社会的養護を必要とするこどもの福祉の充実等第15条
財政上の措置第33条こどもの社会的自立のための支援第16条

こどもの居場所づくり第17条
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幅広い！



７ いじめ防止主要施策１ 子ども・若者の社会参画・意見反映
８ 不登校の子どもへの支援１ 政策決定過程への子ども・若者の参画促進
９ 校則の見直し２ 社会参画や意見表明の機会の充実
10 体罰や不適切な指導の防止３ 多様な声を施策に反映させる工夫
11 高校中退の予防、高校中退後の支援４ 若者が主体となって活動する団体等の活動の促進
12 高等教育の修学支援、高等教育の充実５ 子ども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
13 就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組主要施策２ ライフステージを通した重要事項
14 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援１ 子ども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
15 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実２ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
主要施策４ 子育て当事者の不安解消のための施策３ 子どもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減等４ 子どもの貧困対策
２ 地域子育て支援、家庭教育支援５ 障害児支援・医療的ケア児等への支援
３ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大６ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びケアラー・ヤングケアラーへの支援
４ ひとり親家庭への支援７ 子ども・若者の自殺対策、犯罪などから子ども・若者を守る取組
主要施策５ 子ども・若者を地域でともに育む施策主要施策３ ライフステージ別の重要事項
１ 子ども・若者、子育てに関わる人材の確保１ 妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目のない保健・医療の確保
２ 子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を人に届けるための情報発信２ 子どもの誕生前から幼児期までの子どもの成⾧の保障と遊びの充実
３ 子ども・若者、子育てにやさしい社会づくりのため意識改革、環境整備３ 子どもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等

４ 居場所づくり

５ 小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実

６ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

３ かながわ子ども・若者みらい計画の施策体系
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幅広い！

子ども・若者の社会参画・意見反映を推進するため、
条例・計画の考え方や取組を分かりやすく伝えたい！



４ 条例・計画を分かりやすく伝えるための取組
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読みにくい条例・計画の理解を助けるため、「分かりや
すい版」冊子を作成 （小学校高学年が無理なく読めるもの）

子ども・若者施策を“自分事”として考える機会を創出
するため、子ども・若者に届きやすい媒体（スペシャ
ルメディア）を提供 （例：すごろく、動画、漫画、ゲーム、その他）

「分かりやすい版」冊子 スペシャルメディア

何らか
一つ作成

知る 考える

【今年度作成】 【令和８年度作成予定】
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５ 条例・計画の「分かりやすい版」のねらい

知る 考える 行動する

県の施策に
意見を言う

理解しやすい冊子を読んで、
条例・計画に記載されている
県の施策を“知る”

ゲーム、漫画、すごろく、動画
など子ども・若者が親しみをも
つ媒体を通して、自分事として
“考える”

子ども・若者が主体的に社会
課題に関わり、権利の主体と
して“行動する”

相談する

周囲に声がけする

自分なら
どうする？

※当事者目線の障害福祉推進条例
では、「自分たちで勉強できるもの」
がほしいとの声に基づき冊子作成

条例・
計画が
目指す
社会

子ども・若者
（誰も）が

自分らしく
幸せに

暮らせる社会

「分かりやすい版」によるアプローチ



６ 分かりやすい版冊子（イメージ）
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冊子

今年度中の作成に向けて作業中



７ 子ども・若者への意見聴取

多かった意見の順位人数
※概数

聴取先実施月
３位２位１位

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑ
（１件）

その他
（３件）

動画
（17件）

１９人大学生（法学部ゼミ）６月

マンガ
（18件）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑ
（24件）

動画
（27件）

６０人小学生（低学年）※学童保育８月

--動画
（４件）

１６人
（４ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

大学生インターンシップ８月

--マンガ
（２件）

２人高校生インターンシップ８月

マンガ
（７件）

その他
（13件）

動画
（14件）

１００人
（24ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

小学生（高学年）９月

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑ
（４件）

その他
（13件）

動画
（33件）

２４０人
（50ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

中学生９月

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑ
（５件）

その他
（21件）

動画
（32件）

５７人高校生10月

その他
（４件）

ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ等
（５件）

動画
（23件）

３４人
（9/30時点）

みらい☆キャンバス（県オンライン掲示板）８月～10月
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ど
ん
な
も
の
を
使
っ
た
ら
伝
わ
り
や
す
い
？

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ



８ 取組方針
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動画制作に当たって考慮すべきこと ～子ども・若者の意見から～

②短さ ③ストーリー性①本編への誘導

インパクトのある仕掛けを！

かなちゃんTVの再生回数が
少ない…お堅く、遠い存在の
県が制作した動画に興味を
持ってもらえるような、インパク
トを持たせることが必要。

タイパが重要！

基本的に、長い動画は見ない。
（長くても３分。それより長いと
スキップする。）
「すきま時間」に見られるよう
なものがいい。

自分事化できる内容に！

困難に直面していた主人公が、
県の施策によって前向きに人
生が進んでいく様を描くなど、
感情移入できるような内容に
すると伝わりやすい。

子ども・若者への意見聴取結果をもとに、条例・計画の

スペシャルメディアとして 「ショートドラマ」を制作する
制作に当たっては、当事者（子ども・若者、子育て当事者）の意見を反映

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ
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９ ショートドラマ制作のイメージ

本編への誘導 条例・計画を分かりやすく伝えるショートドラマ制作・配信

神奈川県には、子ども・若者の「思い(意見)」や「悩み」の
受け止め先がある！

伝える
ﾒｯｾｰｼﾞ

印象に残る
プロモーションを
展開！

認識の
喚起

【制作するショートドラマのイメージ】

続きが
気になる！

続きが
気になる！①序論

３分
以内

課題提起

③結論

３分
以内

良い方向に

②本論

３分
以内

受け止め先がある
ことの気づき

（県の考え方・取組）

誘導（広告）用

１分
以内

①～③のﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ

YouTube広告

Instagram 等を利用 （下記の一連の動画を、計画の構成に合わせて複数パターン制作する想定）

見たい！

子ども・若者の意見を
反映しながら、一緒に
つくっていきます！

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ



令和８年度

令和７年度

タイムスケジュール10 想定スケジュール

取組内容検討・予算調整２～３月

事業者選定４～６月

公表未定
（プロモーション展開）

【年度】 【取組内容】

ショートドラマ制作未定

※令和８年度当初予算議決

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ

10


